
・　学校配当予算（公費）について

※当初配当と執行予定金額の相違があるものは、総額の中で流用をしているためです 単位：円

報償費 280,000 100,000
消耗品費 9,284,000 7,692,316
食糧費 50,000 50,000
印刷製本費 144,000 100,000
備品修繕料 168,000 1,400,000
通信運搬費 127,000 250,000
手数料 100,000 330,000
委託料 137,000 200,000
使用料及び賃借料 1,340,900 1,700,000
学用器具費 2,750,000 1,600,000
図書費 1,317,000 1,200,000
負担金 24,000 24,000
施設小破修繕料 824,416 1,600,000
校地関係修繕料 87,215 87,215
施設手数料 30,000 30,000
施設委託料 0 300,000

　小計（a） 16,663,531 16,663,531

消耗品費 300,000 1,300,000
備品修繕料 300,000 0
通信運搬費 300,000 0
委託料 300,000 200,000
使用料及び賃借料 300,000 0
学用器具費 300,000 300,000

　小計（b） 1,800,000 1,800,000

燃料費 82,000 82,000
巡回員報酬費 200,000 200,000

　小計（c） 282,000 282,000

教職員出張旅費 2,268,000 2,268,000
下見時タクシー借り上げ料 15,000 15,000
手数料 53,000 53,000
会計年度任用職員出張旅費 4,000 4,000

　小計（ｄ） 2,340,000 2,340,000

21,085,531 21,085,531

　　

無駄遣いをしないよう心がけをしつつ、夏季冬季の温度管理等、生徒の体調面を考慮しながら使用していきます。

・学校納入金、ＰＴＡ会費等（準公金）について

・学年費（学級費、卒業期行事等）　　・学校関係費（安振会、日本スポーツ振興センター掛金等）

横浜市立富岡中学校　令和４年度　執行計画書

学校教育目標を具現化するため、学校運営に要する経費として横浜市から配当される予算（公費）を学校配当予算といいます。

富岡中学校の予算執行については、横浜市学校配当予算執行要領に基づき、学校の教職員で構成される予算委員会

及び職員会議で審議し、決定した執行計画に沿って、適正かつ効率的に執行していきます。

予算費目 執行予定額 主な執行内容当初配当額

スプリンクラー他校庭関係の修繕費

　
　
　
　
　
学
校
運
営
振
興
費

講師・ボランティア謝金、生徒怪我等見舞金

紙、文具、各教科教材、清掃用具など

来賓用菓子代等

各種印刷物の費用

各種教材、教室机・いすなどの修理費

事務連絡用切手代、創夢祭楽器運搬など

図書室用図書のバーコード等装備代、ピアノ調律代など

大型ゴミ処理手数料など

自然教室バス借り上げ、緊急時生徒搬送用タクシーなど

各教科備品、視聴覚機器など

図書室用図書

大会参加費等

学校施設・設備の修繕費

執行予定なし

執行予定なし

換気用網戸設置

執行予定なし

学校施設・設備の修繕費設備の不具合時の調査費用など

配管詰まり修繕等

感
染
症
対
策
配
当
予
算

掃除用具、ケーブル類、コピー用紙、インク等

パソコン等

そ
の
他
予
算

白灯油

校舎巡回員の報酬

教
職
員
旅
費

教職員の出張旅費

修学旅行等下見のタクシー借上げ料

修学旅行、自然教室の旅行業者企画料金代

会計年度任用職員の出張旅費

・生徒会関係費（生徒手帳、生徒会費等）　　・ＰＴＡ会費　　・副教材、実習教材費

・自然教室、修学旅行等の校外活動費　　　・部費

合計（a）＋（ｂ）＋（c）+（ｄ）

令和４年度　光熱水費

　学校には、学校配当予算（公費）以外に保護者が負担する経費があります。このような経費を準公金といいます。

　令和４年度の場合は、次のものです。


